
銀
行
な
ど
と
連
携
し

空
き
家
対
策
を
推
進
し
ま
す

近
畿
２
府
４
県
で
初

空
き
家
対
策
で
民
間
連
携

　
空
き
家
の
購
入
・
改
修
を
資

金
面
で
援
助
す
る
た
め
、
市
と

（
株
）池
田
泉
州
銀
行
、（
独
）住

宅
金
融
支
援
機
構
の
３
者
で

「
空
き
家
対
策
の
推
進
に
関
す

る
連
携
協
定
」
を
締
結
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
近
畿
２
府
４
県
で

初
の
取
り
組
み
で
す
。

住
み
続
け
る
た
め
の
融
資
や

ロ
ー
ン
の
金
利
引
き
下
げ

　
協
定
の
締
結
に
よ
り
、
融
資

を
受
け
ら
れ
た
り
、
引
き
下
げ

ら
れ
た
金
利
で
ロ
ー
ン
を
組
め

た
り
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　
協
定
の
概
要
に
つ
い
て
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
融
資
の
相
談

に
つ
い
て
は
（
株
）池
田
泉
州

銀
行
の
窓
口
へ
。

【
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
幸
せ

百
年
（
住
宅
プ
ラ
ン
）】

　

同
プ
ラ
ン
を
利
用
す
る
こ

と
で
、
自
宅
を
担
保
に
借
り
入

れ
し
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
な
ど
の

改
修
を
し
て
住
み
続
け
る
こ
と

が
可
能
で
す
。

【
空
き
家
対
策
応
援
ロ
ー
ン
】

　
市
内
の
空
き
家
の
改
修
や
解

体
な
ど
に
利
用
で
き
ま
す
。

【
住
宅
ロ
ー
ン「
フ
ラ
ッ
ト
35
」】

　
空
き
家
活
用
リ
フ
ォ
ー
ム
助

成
（
７
ペ
ー
ジ
上
参
照
）
を
受

け
て
空
き
家
を
リ
フ
ォ
ー
ム
す

る
場
合
、
同
ロ
ー
ン
の
金
利
が

一
定
期
間
引
き
下
げ
ら
れ
ま

す
。

空き家のリフォーム
助成が受けられます

　現在の耐震基準を満たし、空き家の期間が６カ月以上の
一戸建て住宅のリフォーム（改修工事）費用を助成します。
申請は市役所５階の住宅政策課に備え付けの必要書類（市
ホームページからダウンロード可）に必要事項を書き、12
月 17 日㈮までに〒 666-8501・住宅政策課へ。
　また、助成の条件など、詳しくは市ホームページ（右下
の２次元コードからアクセス可）へ。

【若年・子育て世帯居住型】
　築 10 年以上の一戸建ての空き家を自分たちで住むために
取得し（相続も含む）、改修する場合に改修費を 100 万円（上
限額）まで補助します。対象は若年世帯（夫婦の年齢の合
計が80歳未満）か子育て世帯（18歳以下の子どもがいる）で、
市外から転入する世帯や市内の親世帯から分離する子世帯、
一戸建て住宅を取得し、賃貸住宅から転居する世帯などで
す。

【子育て世帯向け賃貸住宅供給支援型】
　高齢化が著しいニュータウン（大和、多田グリーンハイツ、

清和台、湯山台、萩原台、日生ニュータウン）の空き家を
活用して、新婚・子育て世帯向けの賃貸住宅とする場合に
必要な改修費を 100 万円（上限）まで補助します。対象は
新婚・子育て世帯向け賃貸住宅を供給する所有者・事業者
などです。

【事業所型】
　築 20 年以上の戸建て空き家を店舗や事務所、賃貸など事
業用に改修する場合に改修費を 100 万
円（上限）まで補助します。対象は個
人事業主や事業者などです。

【地域交流拠点型】
　築 20 年以上の戸建て空き家を自治
会や NPO 活動の地域交流拠点として
活用する場合に、改修費を 200 万円（上
限）まで補助します。対象は空き家を
地域交流拠点として活用する団体・事
業者などです。

空
き
家
が
流
通
し
な
い
理
由

　
近
年
増
え
て
い
る
空
き
家
。
市

場
に
流
通
し
て
い
る
も
の
は
多
く

あ
り
ま
せ
ん
。
理
由
の
一
つ
と
し

て
、
相
続
な
ど
の
流
通
を
妨
げ
る

課
題
を
所
有
者
が
解
決
で
き
ず
に

い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
空
き
家
の
期
間
が
長
い
と
老
朽

化
が
進
み
、
さ
ら
に
流
通
の
妨
げ

と
な
り
ま
す
。
課
題
は
早
め
に
解

決
し
ま
し
ょ
う
。

空
き
家
の
悩
み
を
解
決
し
ま
す

　
市
で
は
空
き
家
の
流
通
を
促
進

す
る
た
め
、
官
民
連
携
で
「
空
き

家
マ
ッ
チ
ン
グ
制
度
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　
制
度
に
登
録
し
た
空
き
家
の
所

有
者
に
は
、
専
門
家
と
専
門
事
業

者
が
課
題
の
解
決
策
を
提
案
（
費

用
発
生
の
場
合
あ
り
）。
そ
の
後
、

利
用
を
希
望
す
る
人
と
の
マ
ッ
チ

ン
グ
や
一
般
市
場
へ
の
流
通
な
ど

活
用
方
法
を
助
言
し
ま
す
。

　
登
録
を
希
望
す
る
人
は
、
市
役

所
５
階
の
住
宅
政
策
課
に
備
え

付
け
の
書
類
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
書

き
、
〒
６
６
６
―

８
５
０
１
・
住
宅

政
策
課
へ
。

　NPO法人「兵庫空き家相談センター」の相談員による空
き家相談会を開催します（原則毎月第１木曜日開催）。
　空き家の相続や管理、売買、活用など、空き家に関する
不安や悩みを専門家が解決します。
　今住んでいる家を将来空き家にしないための相談も受け
付けています。1人で問題を抱えずに、早めに専門家に相談
しましょう。

　市空家等対策計画の改定に向けて、市内全域で空き家の
実態を調査します。期間は６月１日㈫～４年３月 31 日㈭を
予定。空き家対策に取り組む市民である「空き家対策ナビ
ゲーター」やNPO法人「兵庫空き家相談センター」の協力
を得ながら実施
します。
　調査員は調査
員証を腕などに
携帯していま
す。敷地の中に
は立ち入りませ
んので、ご理解
とご協力をお願
いします。
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空き家の実態調査を実施
調査員が地域を回ります 相続や管理、売買など

専門家による空き家相談

流通対策会議で専門家がサポート空き家所有者

空き家所有者

利用希望者

利用希望者

７月１日
午後１時―３時

市役所２階
市民相談室

日時 場所

６月 29 日㈫までに電話で住宅政策課へ（先着順）

４組（１組 30 分）定員

申し込み

専
門
家
が
空
き
家
の

課
題
解
決
を
手
助
け

空
き
家
の
期
間
が
長
く
な
れ
ば
、
活
用
は
し
に
く
く
な
り
ま
す

専
門
家
の
力
を
借
り
て
活
用
し
て
み
ま
せ
ん
か

「
空
き
家
マ
ッ
チ
ン
グ
制
度
」
の
登
録
者
を
募
集
中

「空き家活用リフォーム助成事業」を活用して、自分の暮らしや希望に合っ
た新しい生活をスタートしてみませんか。

新婚・子育て世帯や事業者、地域活動団体などが対象

助成条件など
はこちらから

市ホームページ

融
資
や
リ
フ
ォ
ー
ム
の
金
利
引
き
下
げ
な
ど

市ホームページ

改修工事契約の前に
申請が必要です

協定の概要は
こちらから

市ホームページ

①課題解決

②空き家の活用

問
い
合
わ
せ　

住
宅
政
策
課　

０
７
２（
７
４
０
）１
２
０
５

the  system
 of m

atching w
ith each other

提案　　助言


